
「危険ブロック塀の撤去」補助制度のご案内

ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぐため、

危険なブロック塀等の撤去に係る費用の一部を補助

する制度です。
※ブロック塀等とは：コンクリートブロック造、石造、レンガ造など

■補助の対象者

市内においてブロック塀等を所有又は管理する方

■対象のブロック塀等
次のいずれにも該当する必要があります。
①道路に面しているブロック塀
（日常的に利用している公共性のある道路とし、私道を除きます。）

②高さが１メートル以上あるブロック塀

③ひび割れや傾きがあり危険な状態にあるブロック塀

■補助金額

補助対象経費（見積金額）×１／２

（上限10万円）
※補助金の額に端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てます。

■補助対象経費

対象のブロック塀等を撤去する経費
※改修費用は対象となりません。

■問い合わせ先 都市建築課 0978-25-

6274

裏面にブロック塀の参考例やチェックポイントを掲載しています。

①民地との境界に設置しているブロック塀は

補助対象外です。

②ブロックは５段以上で高さが１メートル以上

になります。

③倒壊の危険があるブロック塀が対象となり

ます。

※裏面のチェックポイントを参考にしてください。

ブロック塀の倒壊による痛ましい事故を起こさないためにも、所有者・管理者におかれましては、

ブロック塀の適正な管理を行っていただきますようお願いします。

【補助金額の参考例】
■パターンＡ

・ブロック塀の撤去費用（見積金額） １６万円

１６万円×１／２＝８万円

●補助金額 ８万円 （申請者負担 ８万円）

■パターンＢ

・ブロック塀の撤去費用（見積金額） ２４万円

２４万円×１／２＝１２万円

●補助金額 １０万円 （申請者負担１４万円）



●ブロック塀等の対象基準（参考例）

【対象】 フェンス等

１ｍ

擁壁

【対象外】 フェンス等

フェンス等

１ｍ

擁壁

●倒壊の危険性の判断基準（チェック例）


